
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症を予防するためには、適切な室内温度調整や水分・塩分補給、暑い日の外出を控える等

が基本となりますが、外出せざるを得ない場合には、熱中症のリスクを低減する取組が重要です。 

そこで、横浜市では、令和５年夏から市民の皆様が外出時に一時的に暑さをしのぐ場として利

用可能な市民利用施設を、「クールシェアスポット」としてウェブページで公表を行っています。

令和７年度は、804 か所（民間施設、公共施設合計）の施設に登録いただき、多くの市民の皆様に

ご利用いただきました。 

このたび、令和８年度のクールシェアスポットとしてご協力いただける事業者を募集します。 

 

 

冷房設備等を有し、開館（営業）時間中に一部をご利用いただける施設等において、椅子やベン

チ等の既存設備を活用するなどして、市民の皆様をはじめとする方々が外出時に一定時間休憩す

ることができる場所です。 

 

令和８年４月 23 日（木）～10 月 22 日（木） 

 

 

 

  令和８年３月９日（月）～９月 30 日（水） 

※４月 10 日（金）までに申請いただいた事業者については、４月下旬の記者発表で公表予 

定です。 

  ※４月 10 日（金）以降も、募集期間中に申請いただいた施設については順次追加し、横浜

市ウェブページで公表します。 

 

 

(1) 横浜市内の公共施設、商業施設等（以下「施設等」という。）であること※１。 

(2) 開庁時間・営業時間中に自由に出入りが可能な施設等であること※２。 

(3) 冷房設備を有する施設等であること。（現状の設定温度の見直しなどは不要） 

(4) 椅子やベンチ等の設置により、座って一定時間休憩することができる場所を有する施設等   

であること※３。 

 

 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日 

脱 炭 素 ・ G R E E N × E X P O 推 進 局 

脱 炭 素 ラ イ フ ス タ イ ル 推 進 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

クールシェアスポットに 

ご協力いただける事業者を募集します！ 

裏面あり 

２ 募集概要 

（１） 募集期間 
 

（２） 対象要件 
 

令和８年度取組期間 
 

１ クールシェアスポットとは 
 



 

 
 

卓上のぼり 

※１ 施設の一部のスペースのみの場合も対象となります。 

※２ 利用登録や入場料等が必要な施設等を含みます。一般の方が通常利用できないオフィスなど  

は対象外です。 

※３ クールシェアスポットを「指定暑熱避難施設」☆に位置づけて運用します。また、参加事業

者を公表する際に施設名、住所、利用可能人数、開放時間、休館日等を掲載させていただく

予定です。利用可能人数は、椅子やベンチに腰掛けることができる人数（クールシェアスポ

ットとして利用可能な最大数）を想定しています。 

         ☆ 極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、暑さをしのげる場とし

て、開放していただく施設 

 

 
クールシェアスポットにご協力いただける事業者の皆様は、電子申請システムの登録フォーム

から参加申請をお願いします。新たに参加いただく民間施設の事業者については、指定暑熱避難

施設にかかる施設の管理や施設の対応、協定の有効期間などを定めた協定書を締結させていただ

きます☆。参加事業者は、４月下旬の記者発表で公表するとともに、横浜市ウェブページにおいて、

施設一覧、マップを掲載する予定です。 
☆ すでに協定書を締結いただいた民間施設の事業者については、改めて 

  協定書を締結していただく必要はございません。 

 

 
 

脱炭素・GREEN×EXPO推進局 脱炭素ライフスタイル推進課 
電  話：045-671‐2661 
アドレス：da-atsusa@city.yokohama.lg.jp 

 
 

参加事業者の皆様には、横浜市のクールシェアスポットポスター、ステッカー、卓上のぼり、

案内チラシを用意しています。施設の実情に応じて、提示・配布をお願いいたします。なお、施設

の都合等で掲示が難しい場合は、登録時にその旨をお知らせください。 

詳細については横浜市ウェブページをご覧ください。  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/ondanka/etc/atusa202405.html 
 
 
 
 
 

 

 

お問合せ先 

脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素ライフスタイル推進課担当課長 三島 俊範 Tel 045-671-4935 

３ 申込方法 
 

登録フォーム 
登録フォーム二次元コード 

４ ロゴマークポスター、ステッカー、卓上のぼり、案内チラシの配布 
 

ステッカー 

ウェブページ 
二次元コード 

ポスター 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/resi
dents/procedures/apply/370f0c96-89b1-4cda-a266-
3c0865cbf488/start 

 

チラシ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/atusa202405.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/atusa202405.html
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/370f0c96-89b1-4cda-a266-3c0865cbf488/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/370f0c96-89b1-4cda-a266-3c0865cbf488/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/370f0c96-89b1-4cda-a266-3c0865cbf488/start

